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議案第６５号 

おだわら市民交流センター条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   おだわら市民交流センターの活動エリアの一部を会議室に変更することとし、そ

の名称及び利用料金の上限額を定めるため改正する。 

 ［内  容］ 

   おだわら市民交流センターに増設する会議室の名称及び利用料金の上限額を次の

ように定めることとする。（別表第１関係） 

名 称 単 位 
金   額 

午前９時～午後５時 午後５時～午後９時 

会議室１０ 
１時間 

３００円 ３００円

会議室１１ ５００円 ６１０円

 ［適  用］ 

   令和 ４ 年 ４ 月 １ 日 


